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住宅の窓及びベランダからの子どもの転落事故への対応について 

 

 

 住宅などの窓及びベランダから子どもが転落する事故が発生しています。 

この度、消費者安全調査委員会において、住宅の窓及びベランダからの子どもの転

落事故に係る消費者安全法第 24 条第 3 項の規定に基づく事故等原因調査報告書（以

下「報告書」という。）がとりまとめられました。 

報告書では、事故原因について、子どもは窓及びベランダから転落する危険性が高

いにもかかわらず、ソフトとハードの両面において子どもの窓及びベランダからの転

落を防止するのに十分な住環境整備がされていないことと考えられるとされており、

再発防止策として、転落防止対策をした住宅の普及、転落防止用製品の研究・開発、

転落に至るプロセス及び転落事故防止方法の周知啓発が挙げられています。 

報告書を受け、消費者安全法第 33 条の規定に基づき、消費者安全調査委員会委員

長から国土交通大臣に対し、住宅を供給する事業者に対して、ガイドライン（『子育

てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン（改訂版）』（国土技術政策総合

研究所））の普及、子どもが窓及びベランダから転落する危険への対策をした住宅の

新築・改修に対する支援等の施策を講ずることを求める意見の陳述が行われました。 

本意見を踏まえ、国土交通省としては、子どもが窓及びベランダから転落する危険

への対策をした住宅を普及させるため、ガイドラインや支援策についての周知を行い

たいと考えています。 

つきましては、貴連合会におかれては、子どもの転落事故防止の観点から、下記の

とおりこれらの対策の周知にご協力いただきますようお願いします。 

また、貴連合会の会員に対しても、この旨周知いただきますようお願いします。 

  



記 

 

１．「子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン」の周知について 

安全・安心で快適に子育てできる住まいづくりのノウハウを取りまとめた「子育て

に配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン」を国土技術政策総合研究所が令和

７年３月に公表しています。 

本ガイドラインでは、子育てに配慮した住宅と居住環境において配慮すべき事項や

要求水準（性能・仕様等）等をまとめており、別添１のとおり子どもの窓・ベランダ

（バルコニー）からの転落防止に配慮に関する事項についても整理しています。 

本ガイドラインは、地方公共団体においては各種制度の基準づくりの技術情報とし

て、住宅事業者においては供給する住宅の設計基準づくりの技術情報として、子育て

世帯などの居住者は住宅の新築時や購入時、賃貸住宅の選択時等の参考情報として利

用することが考えられますので、関係者へ幅広く周知いただきますようお願いします。 

※子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン（改訂版） 

https://www.nilim.go.jp/lab/hbg/kosodate/guideline.html 

後日、ガイドラインの説明動画を掲載する予定です。 

 

２．「子育て支援型共同住宅推進事業」の周知について 

国土交通省では、「子育て支援型共同住宅推進事業」（別添２）において、共同住宅

（分譲マンション及び賃貸住宅）を対象として、事故防止や防犯対策など、子どもの

安全・安心に資する住宅の新築・改修や、子育て期の親同士の交流機会の創出に資す

る施設の設置を支援しています。 

本事業は、窓やベランダ等からの転落防止など、子どもの事故防止に資する設備の

設置に活用可能ですので、関係者へ幅広く周知いただきますようお願いします。 

※子育て支援型共同住宅推進事業 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000127.html 

 

３．住宅の窓及びベランダからの子どもの転落の防止に資する各種ツールの活用につ

いて 

消費者庁では、「住宅の窓及びベランダからの子どもの転落事故」の報告書と合わ

せて、子どもの転落防止に資する動画及びチェックリスト（別添３）を公開していま

す。また、国土交通省においても、マンション内での転倒や転落などの日常事故を予

防することを目的として作成した冊子「安全・安心なマンションのために」（別添４）

を用意しています。これらのツールについても積極的にご活用いただくとともに、関

係者へ幅広く周知いただきますようお願いします。 

※動画（消費者庁） 

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_025/movie_001 

※チェックリスト（消費者庁） 

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_025/assets/csic_cms201_25062

4_40.pdf 

※冊子「安全・安心なマンションのために」 

https://www.tatemonojikoyobo.nilim.go.jp/kjkb/pdf/anshinanzen.pdf 



【テーマ(1)】 衝突による事故を防止する

【テーマ(2)】 転倒による事故を防止する

【テーマ(4)】ドアでの指つめ・指はさみを防

止する

【テーマ(5)】 危険な場所への進入や閉じ
込みを防止する

【テーマ(6)】 感電や火傷を防止する

【テーマ(3)】 転落による事故を防止する

【テーマ(3)-1】

バルコニー・窓・廊下等からの転落の防止

【テーマ(3)-2】

階段からの転落の防止

子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン（改訂版）

○子育て世帯にとって安全・安心で快適な住まいや居住環境について、配慮すべきテーマや配慮事項のポイント、配慮
事項に係る整備内容・水準を紹介しており、配慮すべきテーマの一つに、「バルコニー・窓・廊下等からの転落の防
止」を位置付けている。

【視点１】 子どもや妊婦にとって安全・安心な環境

子育て中の住宅内での事故リスクを軽減し、防犯性や交通
安全性、災害安全性等を備えた、安全で安心できる住まい

【視点２】 子どもの健やかな成長を支える環境

子どもの健康や学習、地域との交流等、子どもの健やかな
成長（子育ち）を支える住まい

【視点３】 快適に子育てできる環境

子育てで負担が増す家事や片付け、気遣い等、日頃のスト
レスを軽減するための対応や、買い物の利便性等を備えた、
快適な子育てを支える住まい

【視点４】 親が快適に暮らせる環境

子育て中の親が、日常生活の中でくつろぎやゆとりを持つこ
とができる、個人としての快適な暮らしを支える住まい

＋

【視点１-1】 住宅内での事故の防止

子ども、特に乳幼児の家庭内事故の発生割合は高く、
住宅内は子どもにとって様々な危険にさらされている

【視点１-2】 子どもの様子の見守り

家事をしている隙に子どもの姿が見えなくなると事故
が起きていないか心配になる

【視点１-3】 不審者の侵入防止

子どもの日常生活の安全のためには、不審者の侵入
による犯罪発生を防ぐことが不可欠である

【視点１-4】 子どもの外出の安全・安心

子どもが育つための外部環境も、車や犯罪などの
様々な危険にさらされている

【視点１-5】 災害への備え

自然災害の発生時には、子どもは避難や避難生活を
するうえでの弱者になりやすい

基 本 的 視 点 計 画 的 視 点 配慮すべきテーマ

基本性能

住宅として満たすことが求められる基本性能
（耐震性能、防火性能、省エネ性能）

令和７年３月 国土技術政策総合研究所

arai-t2kp
テキストボックス
別添１



配慮事項のポイント／バルコニー・窓・廊下等からの転落の防止

○ ひとり歩きができるようになる幼児前期の子どもや、好奇心が旺盛な幼児後期の子ども
は、バルコニーや高所の窓・廊下等から転落してしまい、重大事故に至る危険性がある。

○ バルコニー・窓・廊下等の手すりには、転落事故を防止するための工夫が求められる。

必要性・重要性

乳児期～小学生低学年

対応する子どもの年齢期

バルコニーの転落防止に配慮された手すり

手すりは転落の防止に効
果的な構造とする

バルコニーに面する窓は子どもが
勝手に入れない構造とする

安全な位置に室外機置場等の設
置スペースを確保する

空間別の主な配慮事項【バルコニー（共同住宅）】（抜粋）

子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン（改訂版）

〈住戸専用部分（戸建住宅・共同住宅）〉

○バルコニーや廊下（開放されている側に限る。）に転落防止のために設置される手すりは、転落の防止に効果的な構造（足がかりのない
構造、手すりの高さ、手すりの間隔、手すりと床面との隙間など）とする。

○手すりをまたぐ足がかりとならない安全な位置に、室外機置場・資源用ゴミ箱等の設置スペースを確保する。

○バルコニーに面する窓は子どもが勝手に入れない構造の錠とする（ダイヤル錠、補助錠の設置など）。

○2 階以上の窓には転落の防止に効果的な手すりを設ける（手すりの高さ、間隔、手すりと窓台との隙間など）。

〈共用部分（共同住宅）〉

○共用廊下に転落防止のために設置される手すりは、転落の防止に効果的な構造とする（足がかりのない構造、手すりの高さ、手すりの
間隔など）。

配慮事項のポイント



○乗り越え等を防止する手すり（柵）を設置する

配慮事項に係る整備内容・水準／バルコニー・窓・廊下等からの転落の防止

手すりを転落の防止に効果的な構造とする

○手すりの構造に配慮する

安全な位置に室外機置場等の設置スペースを確保する

○室外機や資源用ゴミ箱等が子どもがバルコニーをよじ登る足が
かりにならないようにする
→ 手すりから600㎜以上の距離を確保した位置に指定の設置場所を

確保する
→ 十分な距離を確保できない場合は室外機等を高さ900㎜以上の柵

で囲う

バルコニーに面する窓は子どもが勝手に入れない構造とする

○以下のクレセント錠を用いる

→ ダイヤル錠の設置

→ 手の届かない位置への補助錠の設置
※一般的には床上1,500mm程度以上の高さが想定される

転落の防止に効果的な手すりを設ける（2階以上の窓の場合）

バ ル コ ニ ー 窓・窓サッシ

※バルコニー、窓以外にも、廊下、階段について、手すりに関する基準あり

子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン（改訂版）

→ 足がかりのない形状とする

→ 腰壁等（※腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分）の高さに合わせた
高さに設置する

→ 子どもの頭が入らないように

腰壁等の頂部と床面等（※床面又は式台）との距離の
小さい方

300mm未満
300mm～

650mm未満
650mm以上

必要な
手すり高さ

床面等から
1100mm以上

腰壁等から
800mm

床面等から
1100mm以上

日本住宅性能表示基準・評価基準
［９－１ 高齢者等配慮対策（専用部分）］の手すりに関する評価基準において
等級５以上に相当

手すり子の間隔
手すり最下部と

バルコニー床面の間隔

内法寸法で110mm以下 内法寸法で90mm以下

→ 窓台等（※窓台その他足がかりになるおそれのある部分）の高さに合わせた
高さに手すり（柵）を設置する

→ 子どもの頭が入らないように

窓台等の高さが
650mm～800mm未満

腰壁、窓台等の足がかり
になる部分がある場合

必要な
手すり
高さ

床面等から
1100mm以上

腰壁、窓台等から
800mm

手すり子の間隔
窓台等（高さが650mm未満の場合に限
る）からの高さが800mm以内の部分

手すり最下部と窓台の間隔

内法寸法で110mm以下 内法寸法で90mm以下

日本住宅性能表示基準・評価基準
［９－１ 高齢者等配慮対策（専用部分）］の段差に関する評価基準において
等級２以上に相当

○子ども（幼児等）のよじ登りを防ぐ
→ 手すりの上部を内側に折れ曲がって傾斜した構造とすることや、手すり上部
の笠木を子どもの手のひらよりも大きい径の円筒形とすることなどが効果的



事業の概要

○ 補助対象となる共同住宅

• 賃貸住宅の新築・改修、分譲マンションの改修 ※複数棟の申請をする場合、棟単位で申請・対象条件等を満たす必要あり

○ 補助内容

①  「子どもの安全確保に資する設備の設置」に対する補助 ：新築の場合は事業費の1/10、改修の場合は補助対象事業費の1/3（上限100万/戸）

②  「居住者等による交流を促す施設の設置」に対する補助 ：新築の場合は事業費の1/10、改修の場合は補助対象事業費の1/3（上限500万）

共同住宅（分譲マンション及び賃貸住宅）を対象として、子供の安全・安心対策や子育て期の親同士の交流機会の創出に関する施設の設置を支援することで、子どもと親の双

方にとって健やかに子育てできる環境の整備を進める。

事業の要旨

※新築は①～⑲の項目の全ての実施が必須／改修は「⑥転落防止の手すり等の設置」の事項の実施が必須。

目的
取組事項（補助対象）

視点 配慮テーマ

住宅内での
事故防止

衝突による事故を
防止する

① 造りつけ家具の出隅等の衝突事故防止工事（面取り加工）

② ドアストッパー又はドアクローザーの設置

転倒による事故を
防止する

③ 転倒による事故防止工事（洗面・脱衣室の床はクッション床）

④ 人感センサー付玄関照明設置

⑤ 足元灯等の設置

転落による事故を
防止する

⑥ 転落防止の手すり等の設置

ドアや窓での指つめ・
指はさみを防止する

⑦ ドアや扉へ指詰め防止工事

危険な場所への進入や
閉じ込みを防止する

⑧ 子どもの進入や閉じ込み防止のための鍵の設置

⑨ チャイルドフェンス等の設置

感電や火傷を
防止する

⑩ シャッター付コンセント等の設置

⑪ 火傷防止用ｶﾊﾞｰ付き水栓、ｻｰﾓｽﾀｯﾄ式水栓等の設置

⑫ ﾁｬｲﾙﾄﾞﾛｯｸや立消え防止等の安全装置が付いた調理器の設置

子どもの様子の
見守り

子どもの様子を把握
しやすい間取りとする

⑬ 対面形式のキッチンの設置

⑭ 子供を見守れる間取りへの工事（キッチンに面したリビング）

不審者の
侵入防止

不審者の侵入を
防止する

⑮ 防犯性の高い玄関ﾄﾞｱ等の設置

⑯ 防犯フィルム、防犯ガラス、面格子等の設置

⑰ 防犯カメラ設置

災害への備え
災害時の避難経路の
安全を確保する

⑱ 家具の転倒防止措置のための下地処理工事

⑲ 避難動線確保工事

防犯安心性の確保 ⑳ 宅配ボックスの設置

※以下のうち１項目以上を実施／新築は必須、改修は補助対象とする場合のみ

取組事項（補助対象）

㉑ 交流場所として利用できる多目的室 [キッズルーム・集会室] の設置

㉒ プレイロット［遊具・水遊び場・砂場］の設置

㉓ 家庭菜園の設置

㉔ 交流用ベンチの設置

●交流を促す施設
 交流場所として利用できる多目的室や、
 プレイロットを設置

●子どもの安全確保に資する設備
 浴室扉への外鍵設置や窓からの
 転落防止

子育て支援型共同住宅推進事業

補助対象のイメージ

居住者等による交流を促す施設の設置

子どもの安全確保に資する設備の設置

※ 宅配ボックスの設置は、子育て世帯が居住世帯の３割以上である共同住宅の改修に限る。
※ 宅配ボックスの設置に係る補助対象工事費は、事業費に子育て世帯の入居率に乗じた額とし、補助額は50万円／棟

1
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リビング・キッチン

「子どもの安全確保に資する設備の設置」整備イメージ

玄関

浴室及び洗面・脱衣室

バルコニー

① 造りつけ家具の出隅等の
衝突事故防止工事（面取り）

② ドアストッパー又はドアクローザーの設置

③ 転倒による事故防止工事
（専用部分の床の段差解消）

③ 転倒による事故防止工事
（上がり框部分に手すり又は設置できる構造とする）

③ 転倒による事故防止工事
（浴室の出入口部分に手すり又は設置できる構造とする）

③ 転倒による事故防止工事
・床面は水や石けん水に濡れても滑りにくい仕上げ
・浴室は水に濡れても乾きやすい材料
・洗面・脱衣室はクッション床

④ 人感センサー付玄関照明設置

⑤ 足元灯等の設置

⑥ 転落防止の手すり等の設置
（バルコニーの手すりについての基準）

⑥ 転落防止の手すり等の設置
（バルコニー手すり付近の室外機等の設置場所ついての基準）

⑥ 転落防止の手すり等の設置
（2階以上の窓に対する手すりについての基準）

⑥ 転落防止の手すり等の設置
（バルコニーに面する窓についての基準）

⑦ ドアや扉へ指詰め防止工事

⑦ ドアや扉へ指詰め防止工事

⑦ ドアや扉へ
指詰め防止工事

⑧ 子どもの進入や閉じ込み防止
のための鍵の設置

⑨ チャイルドフェンス等の設置

⑩ シャッター付コンセント等の設置

⑪ 火傷防止用カバー付き水栓
サーモスタッド式水栓等の設置

⑫ チャイルドロックや立ち消え防止等
の安全装置が付いた調理器の設置

⑬ 対面形式のキッチンの設置

⑮ 防犯性の高い玄関ドア等の設置
⑰ 防犯カメラ（又は録画機能付き

インターホン設置）

⑯ 防犯フィルム、防犯ガラス、面格子等の設置
⑲ 避難導線確保工事
（割れにくい複層ガラス等の使用や

飛散防止フィルム）

⑱ 家具の転倒防止措置のための
下地処理

⑲ 避難動線確保工事
（吊り戸棚等への耐震ラッチの設置）

参考：子どもの手が届かない高い位置に補助錠設置

⑭ 子どもを見守れる間取り
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今すぐ点検！ 危ない箇所はありませんか？

窓の近くに家具が置かれている。

窓の鍵に子どもの手が届く。

ベランダに物が置かれている。 

室外機がベランダ手すり壁の近くにある。

手すりの仕様がよじ登りやすい／すり抜けやすいものになっている。

窓のチェックポイント

ベランダのチェックポイント

悪い例

物が置かれていないソファあり

腰 窓腰 窓

2個目の鍵が取り付けて
ある

鍵に子どもの手が届いて
いる

掃き出し窓掃き出し窓

良い例

良い例

悪い例

物が置かれていないイス、プランターあり
ベランダベランダ

良い例悪い例

・手すりから60㎝以上離れている
・離せない場合には柵で囲う

手すり近く

ベランダ 室外機ベランダ 室外機

良い例悪い例

・タテ桟状
・手すり子間の隙間11㎝以下、
底面との隙間９㎝以下

・ヨコ桟状
・子どもが手足を入れることの
できる隙間

ベランダベランダ

良い例悪い例

1 2

60㎝

「子どもの転落事故」防止のためのチェックリスト

11㎝
以下

9㎝
以下

arai-t2kp
テキストボックス
別添３



補助制度
 安全に配慮した共同住宅への支援
共同住宅（賃貸住宅、分譲マンション）の新築・
改修時に、住宅内での事故防止などの安全対策を
目的とした補助制度があります！

 国や自治体の改修補助制度
子育て世帯が安心して暮らせる住宅にするため
に、国や自治体の補助制度の活用を検討してみ
ましょう！

消費者安全調査委員会

政府広報オンライン
子どもが転落しそうになる
状況を動画で公開しています。

消費者安全調査委員会
子どもが転落に至るプロセスを
動画で公開しています。

消費者安全調査委員会が子どもの転落事故（134件）を調査した結果、次のことが分かりました。

どのような補助や製品があるの？

どのように転落してしまうの？

どうすれば防ぐことができるの？

キッズデザイン賞検索サイト子育て支援型共同住宅推進事業

動画②動画①

製品
 転落防止に役立つ製品
キッズデザイン協議会のウェブサイトで
転落防止に役立つ製品が紹介されています。
「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン」
にチェックを入れ、キーワードに「転落」と
入力して検索してみましょう！

https://kidsdesignaward.jp/search/
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000127.html
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202107/3.html
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_025/movie_001
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